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　反貧困全国キャラバン2013のキャラバンカーが山形入りするのに合わせ、加盟団体及び山形地区労福協の協力
のもと、９月９日と10日に山形市中心部にて街頭行動を行いました。大泉理事長をはじめ、門脇・三澤・武田副
理事長が街宣カーから貧困問題の現状を訴えたほか、通行する方々にチラシを手渡しながら「私たちの町をもっ
とやさしい社会にするために一緒に声をあげよう」と貧困問題への理解を求めました。
　このキャラバンは、中央労
福協や全国の反貧困ネット
ワーク等の民間団体、弁護
士、司法書士などの呼びかけ
で、２台のキャラバンカーが
それぞれ北海道と沖縄をス
タートし、「反貧困」「やさし
い社会」を訴えながら47都道
府県を巡回します。
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（ 山形地区労福協定期総会 ）

　相対的貧困率の推移（出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」）
　相対的貧困率とは、年収（等価可処分所得）が全国民の中央値の半分に満た
ない国民の割合を言います。
　2009年の等価可処分所得の中央値は224万円となっており、その半分は112万
円。つまり年収112万円未満の国民が16.0％（約2,000万人）も存在するのです。

反貧困全国キャラバン2013
街頭から「反貧困」「やさしい社会」を訴える

　５月28日の田川地区労福協を皮切りに、県内全11地区において総
会が開催され、2012年度活動報告及び決算報告、2013年度活動方針
及び予算、役員改選について確認しました。
　また、「人とくらし、環境に優しい福祉社会を実現しよう！」「労
働者自主福祉運動を強化し、勤労者の生活安定と豊かな福祉社会を
実現しよう！」などのスローガンを採択し、更なる労働者福祉運動
の展開について確認を行いました。

県内11地区労福協、総会を開催！

………貧困率が上昇しています………
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　労働関係制度についてや
さしく解説しているハンド
ブック「ルールを知って楽
しく働こう」の2013年度版
が完成し、県内の高校や専
門学校、企業・事業所など
に無料配布しました。
　2013年度版は「学生・生
徒向け」と「若年労働者向
け」の２種類を作成。「学
生・生徒向け」のハンド
ブックには社会人になるための心構えなどを追加し、
「若年労働者向け」では各項目をより詳しく解説し
ています。
　今後は、高校や企業を訪問し、生徒や働く方を対
象に「説明会」を実施し、労働関係制度の普及、啓
発に努めていくことにしています。
　ハンドブックを希望する方や、説明会の希望は県
労福協までお問い合わせください。なお、ハンド
ブックは県労福協ホームページでもご覧になれます。

　山形県と山形労働局の機能を一体化した「山形
県・ハローワーク共同就職支援センター山形」（愛
称＝トータル・ジョブサポート山形）が、７月１日
に山形市の山形テルサ内にオープンしました。
　この相談窓口は、県が設置する「若者就職支援セ
ンター」「求職者総合支援センター」と山形労働局
の「ハローワーク」の３機関の機能を総合的に活用
し、それぞれの得意分野を活かしながら相談者の就
職を支援するワンストップ相談窓口です。
　県労福協では昨年度から県の委託を受け、求職者
総合支援センターを運営しています。

北部労福協・山形県労福協の合同による「研究集会」の開催
開催日　９月19日（木）　　　　　場　所　大手門パルズ３階「柊・橘」
開　会　14時30分　　　　　　　　　　　（山形市木の実町12−37）

＝＝＝＝＝　第１部　＝＝＝＝＝

14時45分〜16時10分

講　師　冒険家　大場満郎　氏
演　題　「肌で感じた地球環境の課題」

＝＝＝＝＝　第２部　＝＝＝＝＝

16時20分〜17時00分

講　師　山形県健康福祉部
　　　　長寿推進課長寿安心支援室

室長補佐　磯邉義之　氏
演　題　「介護労働実態調査の結果と今後
　　　　　の介護人材確保に向けた対応について」

� 参加無料ですのでお気軽にご参加ください。

2013年度版の
ハンドブックが完成

県とハローワークが就職応援！労働教育支援事業

山形県受託事業
2013年度版

ルールを知って
楽しく働こう
ルールを知って
楽しく働こう

ぜひ知っておきたい「労働法のあらまし」

一般社団法人山形県労働者福祉協議会

お 知
ら せ

ワンストップ相談窓口が
� スタート
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第66回勤労者体育祭山形県大会
　スポーツを通じて勤労者の親善と体力向上を図り、社会の発展に寄与すること
を目的としている今大会。県内８地区で行われた地区予選を勝ち上がってきたチー
ムによる激戦が繰り広げられます。
　今年の大会日程は下記のとおりです。皆さまの観戦・応援をお待ちしております。

競技種目 日　　　程 会　　　場

軟 式 野 球 10月５日（土）、６日（日） 県総合運動公園野球場（天童市）

ソ フ ト ボ ー ル 10月５日（土） 〃 運動広場（天童市）

硬 式 卓 球 10月５日（土） 〃 サブアリーナ（天童市）

ボ ウ リ ン グ 10月５日（土） 山形ファミリーボウル（山形市）

ソフトバレーボール 10月５日（土） 藤島体育館（鶴岡市）

第10回ふれ愛
チャリティーゴルフ大会

　開催日時　９月28日（土）
　　　　　　開会式　７時45分～
　場　　所　山形ゴルフ倶楽部
　　　　　　（山辺町大字大蕨3197−1）
　主　　催　連合山形
　　　　　　東北労働金庫山形県本部
　　　　　　山形県労働者福祉協議会

お 知
ら せ

お 知
ら せ

芋煮まつり
ご宴会にぜひ、ご利用ください！

好評開催中

やっ
ぱり山形の秋は　芋煮で決まり！

やっ
ぱり山形の秋は　芋煮で決まり！

紹介元：庄内映画村株式会社

映 画　　　　　　　　　　　　　　

　

１０月１２日（土）　全国公開

前売券　１枚 ９５０円

山形県労福協にて前売券取扱中！

電話、FAXまたは来所にてお申込ください
TEL 023-641-6503  FAX 023-641-6830
※労福協取扱の最終締切を9月末日とします

「おしん」
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生活なんでも相談 Q&A
　約20年前に、妻の父（以下「義父」とい
う）が一軒家を借りた時の保証人になりまし
た（義父は一人暮らし）。その数年後に妻と

は離婚をしました。
　７～８年前に義父は、借家に荷物も何もかも置いた
まま蒸発してしまいました。
　この借家の大家さんから「荷物が残っているので何
とか片付けてほしい」と言われています。私は「離婚
しているので自分が勝手に荷物を処理することは出来
ない」と言いましたが、大家さんは「保証人なのだか
ら何とかしてくれ」と言います。
　やはり保証人ということで、私がしなければならな
いのでしょうか？

　民法第447条第１項によると「保証債務は
主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、

その他その債務に従たるす
べてのものを包含する」と
あります。
　建物の賃貸借契約における貸借人のために保証人と
なった保証債務が、貸借人が遺留した荷物の処理に及
ぶことは普通は考えられません。何故なら貸借人の保
証人だからと言って貸借人所有物件の処分を建物の賃
貸人に対し負担する法的理由が無いからです。まして
本件では、賃貸借契約の解除がなされていない模様で
すから上記の結論が妥当します。
　ただし、賃料債務の不履行によって賃貸契約が解除
されて、貸借人が荷物を残置したままにしておくと、
明渡義務を履行しなかったことになり、貸借人に賃料
相当の損害賠償義務が生じ、これについて保証人が責
任を負うことになります。しかし、このことと残置荷
物の処理問題は次元の異なることです。

　先日、中古車を取扱う地元の自動車販売店
から軽トラックを購入しました。「現状販売」
ということで、現金15万円で購入。試乗は

していません。
　しかし、実際に使ってみたらエンジンから煙が出て、
とても乗れない状態なので自宅に置いたままになって
います。別の車屋に見てもらったところ「修理すると
20万円はかかる」と言われました。
　契約書にも「現状販売」と記載されており、署名押
印もしました。返品についての記載はありません。返
品し15万円を取り戻すことは出来るでしょうか？

　購入目的は乗用して仕事上使うということ
でしょうから、これでは購入した目的を達せ
ず無用物件を買ったということになります。

　あなたは購入トラックがこのような品質状態である
ことを当然知らなかったでしょうから、法的には売買
の目的物に買主の知らない欠陥があり、売買の目的を
達することが出来ない例に該当することになり、民法
第566条１項、570条によって売買契約を解除するこ

とが出来ると言えそうです。
　ただし、契約書に「現状販売」の記載があるので、
この文言の解釈が問題となります。常識的には売主の
担保責任を免除する特約と理解することになるでしょ
う。
　しかし、売主は自動車の販売業者であり、当該ト
ラックを始動すればエンジンから煙が出て運行するこ
とが出来ないことを当然知っていたものと思われます。
そうすると当該トラックの欠陥を知り、これを買主で
あるあなたに告げなかったことになります。結局、売
主は民法第572条によって、現状販売であるから売買
の担保責任が無いという主張が出来ないことになりま
す。
　あなたは売買契約を解除し、代金15万円を取戻す
ことが出来ることになりま
す。ただし、契約の解除は
欠陥のあることを知った時
から１年以内にすることが
必要です（民法566条３項）。

Q.

A.

〈回答：設楽作巳弁護士〉

Q.

A.
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（有料老人ホームとは違い、個室のプライバシーが保たれた住宅です）

元金返済の据置期間（在学期間中のうち、最長６
年間）のご返済期間を含みます。

２０１３

（6）やまがた労福協NEWS � 2013年９月13日


